
１．総　　則 この特記仕様書は各小学校が使用する階段昇降車の購入に必要な事項を

定めることを目的とする。

２．件　　名　 　　　　階段昇降車の購入

３．品目・数量等

（1）階段昇降車（電動/手動車いす兼用）　　１台

（2）階段昇降車（手動車いす用）　　　　　　  １台

　　※各物品の詳細は、別紙「物品内訳（階段昇降車）」のとおり

４．納入期日　　　  令和　３年　３月１９日（金）

５．納入場所　　　 若宮小学校および百合台小学校

（1）市川市若宮３丁目５４番１０号　　若宮小学校

（2）市川市曽谷６丁目１０番１号　　百合台小学校

６．担当課　　　　 学校教育部　就学支援課

　

７．その他 （1）　搬入、設置にかかる費用を含めること。

（2）　搬入、設置については、担当課職員と相談し現地確認をした上で、

　　　 各学校の指示に従って行うこと。

（3）　納入の際、製品の操作説明を行うこと。

（4）　納入時は確実に養生し、事故防止に努めること。

（5）　納入の際に生じたごみは持ち帰ること。

（6）　納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあってはならない。

（7）　別紙「物品内訳（階段昇降車）」に掲載の参考製品以外で、同等の品質、
　
　

　　　 機能を有する製品を提案する場合は、入札参加申請時に質疑書を提出し、

　　　 承諾を得ること。

（8）　納入に際しては担当課担当者及び契約課担当者の検収を受けるものとする

（9）　本仕様書に記載のない事項、不明な点及び疑義が生じた場合は、

　　　 担当課職員及び契約課職員と協議し指示に従うもの。

（10）　暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。

（11） この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（「物品

　　　 供給契約約款」を含む）及び市川市物品調達標準仕様書に定めるとおり

　　　 とする。

特　　記　　仕　　様　　書



別紙

物品内訳（階段昇降車）

品目 要求事項 数量 参考製品

（１）
階段昇降車
（電動/手動車い
す兼用）

・電動車いす対応であること
・耐荷重200kg以上
・設置工事不要の可搬型であること
・乗車者自身が使用する車いすのまま昇降可能である
こと
・階段昇降及び平地走行が可能であること
・階段昇降時、乗車者の姿勢が平地走行時と同等に保
たれること
・操作者の手が操作ハンドルから離れた場合、階段昇
降車が確実に静止し、転倒しないこと
・使用する階段について１段の高さ及び奥行に制限がな
いこと
・踊り場の許容寸法（奥行）が1,600mm以下であること

1
＜サンワ＞

ステアシップ　TRE-52

（２）
階段昇降車
（手動車いす用）

・設置工事不要の可搬型であること
・乗車者自身が使用する車いすのまま昇降可能である
こと
・階段昇降及び平地走行が可能であること
・階段昇降時、乗車者の姿勢が平地走行時と同等に保
たれること
・操作者の手が操作ハンドルから離れた場合、階段昇
降車が確実に静止し、転倒しないこと
・使用する階段について１段の高さ及び奥行に制限がな
いこと
・踊り場の許容寸法（奥行）が1,600mm以下であること

1
＜サンワ＞

ステアエイドSA-3-1
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